
あなたの■年月日 年   月  日明 。大 ″日
平 令所増税務署長等

世帯主の氏名

支 払 者

(氏 名 )

の
称

与

名

給

の

あなたの個人番号

(フ リガナ )

あなたの氏名

あなたの住所
又 は 居 所

税務署長 あなたとの統柄|||||||||||給 与 の 支 払 者
の法人(個人)番号

※この申告督の提 .出を投けた給与の支払者が記報してください。

| ||

従たる給与につ

いての扶養捜除

等申告書の提出

(:ltξ l:枠
存
)

配偶者
の有無

有・無給 与 の 支 払 者
の所在地(住 所 )

(郵使番号 )

市区町村長

する親族がなく、かつ、あなた

令 和 8年 分 給 与所 得 者 の 扶 養 控 除等 (異 動 )申 告 書

、寡婦、ひとり親又は も しなヤ に|よ、 記載し し ださい。

<

◎
おこ そる

◎

記載のしかたIま こちら

の申告書
は、あなた
の給与
に
ついて狭
酸融断府絲灘錫範蔀曜等味稿妹硝』雌判

帷雛
鶴
館
協
停
娩
すヵゝ釦
縁
で皇
売
。

の
申
告
書
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
票
面
の

「
１
　
申
告
に
つ
い
て
の
ご
注
意
」
等
を

読
み
く
だ
さ
い
。

○住民税に関する事項(このl側は、地方税法第45条の3の 2及び第317条の3の 2に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記栽欄を兼ねています。)

主
た
る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
る

区 分 等
(

氏

フ リ ガ ナ )

名

個 人 番 号
老 人扶養 親旗
(昭罷 II以 前■) 令和 8年中の

所得の見積額

非居住者である親族 (注 1)
住 所 又 は 居 所

異動月日及び事由

爛誕弊動あなたとの続柄 生 年 月 日
1)右ぇ快養親族,4手え親族
(刊
′1612■～刊ワl111■ ) 生計を―にする事実

A露晶晶警
| || 1 | | | | | | I

円

(凝女当する場合は0印を付けてください。
'

大

平
明

昭

源 泉 控 除
B対 象 親 族
(16歳以上 )
(平23.1.1以 箭生)

1
1111 111

□

□
同居老親等

その他

円

大

平

明

照

□ 特定扶養親族
□ 特定親族

2 | | |

□ 同居老親等
□ その他

円

□
□
□
口

16威以上 30戒米澗 Xは 70威以上
留学
四〔害者
RA,〕 円以 Lの 支払

大

平

明

昭

□ 特定扶養親族
□ 特定親族

3
| |

同

そ

□

□
居老親等

の他

円

□
□
回
硼

16歳以上30歳未満又は70戒以上
r留学
障害者
郎万円 ,1卜 の子地

大

平

明

昭

□

□

族親養

族獣潮
特

特

4

□ 同居老親等
□ その他

円

□
□
□
日

16歳以上30歳未満又は70歳以上

留学
障害者
38万円以上の支払

大

平

明

昭

□ 特定扶養親族
□ 特定親族

障害者、寡婦、
Cひとり親又は
動 労 学 生

□ 障害者 □寡   婦

□ ひ と り親

□勤労 娑生

本  人

― 投 の 障 害 者

讐

"u障
害 者

同居特別 隊害者

上の該当する項日及び側にチェックを付け、( )内

障害者又は勤労学生の内容にの椰lの記載に当たっては、裏面の「2 記載についてのご注意」の19をお読みください。) 異動月日及び事由

※ 配偶者や親族が「源泉控除対象配偶者Jヤ「源泉控除対象親族」などに麟当するかは、要面の「4 鉄養親族等の範囲」をど穂毘ください。
(注 )ヽ )F居住者に該当する親族が特定親抜である堪合は「lG歳以上30歳未浦又Iよ70歳以上」「こチェックを付けてください。

2特 定親族は、扶贅親族には骸当しませんので、あなたの障害者控除の対富lにはなt,ません。

他の所得者が

D控 除を受ける
扶 養 諄見族 等

氏 名
あなたとの

統   柄 生 年 月 日 住 所 又 は 居 所
`の 所 得 者 異動月日及び事由

氏 名 あなたとの続柄 作 所 )と は 居 所

明 ,大 昭
平 令

明 。大 昭

平・令

16歳未満の
扶 養 規 族
(平 23.1.2以 後生)

(フ リ ガ ナ )
氏     名 個 人 番 号

あなたと
の続幕 ■ 年 月 日 住 所 又 は 居 所

控 除対象外 国外扶養夕,コ 族 令 和 8年 中 の
所得の見積額 (※ ) 異動月日及び事由 ※ 「令和 8`F中 の

所得の見横額」襴

鶏Ⅷ
1

| |

平
・令 円

2
| I

平
・令 円

退職手当等を有する

配偶者・扶養親族
・特定親族

(フ リ ガ ナ )
氏     名 個 人 番 号 生 年 月 日 住 所 又 は 居 所 非 居 住 者 で あ る 親 族 令 和 8年 中の

所11の見積額(※ )
障害者
区 分 異動月日及び事曲の統幕

I |

明大 昭

平・令
:a

μ田を
30麟 未消又は匈蔵

'Al

□

□

■学

障害者 綴万円以 上のぇV 阿

コ

コ

般

別
一
特

Kondo021


Kondo021

配偶者の給与が160万円以下
の場合に記入※２

Kondo021


Kondo021


Kondo021

年金収入のみの場合※２
・65歳未満：1,633,334円以下
・65歳以上：2,050,000円以下

Kondo021


Kondo021


Kondo021

生計を一にし
給与が123万円
以下の場合記入


Kondo021


Kondo021


Kondo021

年金収入のみで下記の場合対象
・65歳未満：118万以下
・65歳以上：168万以下

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

19歳以上23歳未満の生計一の親族で
以下の条件に当てはまる場合にチェック
・特定扶養親族：給与が123万以下
・特定親族：給与が123万超165万以下

Kondo021

下記の扶養親族で生計一の場合にチェック
70歳以上で同居の場合：同居老親等
70歳以上で同居以外の場合：その他

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

該当する項目があれば記入及びチェック

Kondo021

※年齢19歳以上23歳
未満の親族は給与が
123万超165万以下の
場合も記入

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

非居住者の親族を入れる場合の要件

Kondo021


Kondo021

中途入社で前職がある方は
前職の源泉徴収を添付してください

Kondo021


Kondo021

※１

Kondo021

※１

Kondo021

※１．令和7年分以前に個人番号を記入している場合や個人番号を記載した台帳等を備え付けている場合は個人番号の記入は不要です。

Kondo021

※２．本人の給与収入が1,095万円以下の場合に配偶者控除の対象になります。詳しくは基礎控除申告書等をご参照ください。

Kondo021


Kondo021

・・

Kondo021


Kondo021




所轄税務署長 与の支払
称 (氏 名 )

力

嚇

ガ

の

り

た
フ
な

く

ぁ

税務署長

与の支払者
人 番

所
所囃
居
た

ま

なあ

又彿箭 絲
|

令 和 7年 分  給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書
記載の助 たヽはこちら

◎
こ
の
申
告
書

の
記
載
に
当
た

っ
て
は

、
裏
面
の
説
明
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

地

震

保

険

料

控

除

保 険 会 社 等
の  名  称

保 険 等 の

種類 (目 的)

険

関

保

期

保 険 等 の

契 約 者 の 氏 名
地震保険卜I
又は旧す<lu
楓書保険料
廷   ノ′〕

④

給 与 の

支払者の

確  認
保卜央↑の対
毎 に居住又

嵐
用
名

鬱

例

氏

っ
財

の

婢

醇
鞘

地 震

旧長期

円

地 震

ll長期

①のうち地震保険料の金額の合計額 ◎
円

①のうち旧長期損害保険料の金額の合計額 ◎
円

◎の
金額

+
⑥の金額 (◎ の金額が
10,000円を超える場合は、

◎ X1/2+5,000円 )※地媛 保 険

控  除

社

会

保

険

料

控

除

険
類鍬種

社

の
保 険料支払先
の  名  称

保 険 料 を負 担 す ることに

な っ て い る 人 の 氏 名
あなたが本年 中
払つた保険料の

文

懇

に

金

PR

合 計 (控 除 額 )
出

俗 与 の

支払者の

磁:  認

保 険 等 の

種   類 金支払

間

隙床

1愧

の
名等
颯
険
者約

保
契

の
名

等

氏の

金

人

険

取
保

受
の

新・旧

区  分

あなたが本4中 に支■っナ́
保破fⅢ等の金Ar(分温を受け
た痒lフ森在守の構除後の霊績 )

(al

等
称
社会
名
険保

の

新・旧
円(a)

新・旧
(a)

新・旧
(al

新。旧
(al

計 (① 十② ) ③

「

(a)のうち新保険料

等の金額の合計額
A

円

への金額を下の計算 it:(新 保「タ
料専用 )に 当て 1よ めて計算した金 ?乎

(最高40000日 )

①
円

2と③のいずれ
わゝ大きい金額 ④ r

一
般

の

生

命

保

険

料
(a)のうち旧保 !歩く料

等の金額の合計額
B

円

Bの 金額を ドの計算賞 H(旧 保険
料等用 )に 当てはめて計算した金額 ②

円

円(.l)

(a)

(al

つの金額を下の計算■ I(新 保険
〔キ等用〕に当てはめて計算した金称l Θ

「

介

護

医

療

保

隙

料
(a)の 金額の合計額 C

円

新・旧
円(a)

新・1目
(め

新・旧
(al

計 (① ■⑤ ) ⑥
円

(a)のうち新保険料

等の金額の合計メ預
D

円

Dの 金額を下σ)計 算黄 I(新 保 l決
料学用 )に 当てはめて計算した金額 ④

円

どの 命擦,lを ドの計算責 Ⅱ (旧 保険

辟等用 )1こ 当て1■ 7)て 計算した金粕 ⑤
円

⑤と⑥のいず及
か大きい金額 ○

田

個

人

年

企

保

険

料
(a)のうち旧保険料

等の金額の合計額
E

円

計 算 式 I(新 保 険料 等用 )※ 計算式 とく旧保 険料等用 )※

B又はEの金額 控除額の計算式A、 C又はDの企額 控除額の計算式

25,000円 以下 B又はBの全額20,000円必下 A、 C又はDの全額

20,001円から40,000円まで (′ 、ヽC又はD)X1/2+10,000円 25,001111から50,000円 まで (B又はE)× 1/2+12,500阿

(B又はE)× 1/4+25,000円40,001円から80,000円 まで (A、 CtttiD)X1/4+20,000円 50,001円 力ち 100,000円 まで

「

生命保険料l翌除額
計(④ +◎十○)
(最高120,000円 )

一律1こ40,000円 100,001円 以上 一律に50,000円

生

命

保

険

料

控

除

80,001円以上

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

種   類
支
額
に
金坤］

働
た
な

っ

あ

仏

独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
円

確 定拠 出年金法 に規定する企業型午金加入者掛金

確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金

心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 に 関 す る契 約 の掛 金

合 計 (控 除額 )
円

※ 控除額 において 出した金額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り_LIナます。

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

保険会社等から送られてきた保険料控除証明書を
添付してください（地震・旧長期）

Kondo021


Kondo021


Kondo021

国保、建設国保等は1～12月の支払合計額を記入
国民年保険料等の証明書を添付

Kondo021


Kondo021


Kondo021

小規模企業共済やIDeCo等の加入者は証明書を添付

Kondo021


Kondo021

保険会社等から送られてきた保険料控除証明書を添付してください
　　　　　　　　　　　　　　　（一般・介護・年金）



所構税務署長 の の

羽

韓

り

た

フ

な

＜

ぁ
与 の 支 者 の ||IIIIIIII | |

所
所輯居

た

ま

なあ
又

与 の の

税務署長

令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼所得金額調整控除申告書
記載のし力掟はこちら

棚
◎
こ
の
申
告
書
の
記
載
に
当
た

っ
て
は
、
裏
面
の
説
明
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

く

◆給与所得者の基礎控除申告書 ◆ ◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆

◆給与所得者の特定規族特別控除申告書 ◆

基・配・

特・所

区分 I

所 得 の 種 類 収 入 金 額 所 得 金 緬

(1) 給 与 所 得

円 円

(2)
給 与所得以外
の所得の合計額

H

あなたの本年中の合計所得金額の見積額

《1)と (2)の合計額)

132万 円以下 95万 円

132万 円超 386万 円以下 酪万門

336万 円超 489万 円以下 (A) 68万 円

489万 円超 655万 円以下 63万 円

判

　

　

　

定

655万 14超 900万 円以下

900万 円超 950万 円以下 (B)
58万 円

950カ 円超 lЮ9〕万円以下 (C)

lЮ∞万円超 2350万 円以下

2.351万円超 2〕 00万円以ド 48万 円

□ 2ユ∞万円超 2■ 50万円以下 32万 円

解的万円超 2.51Xl万 円以 下 16万円

基礎控除の振

円

○ 控

※ 「 1五分 I」 及び「基礎控除
の額」411は「控除額の岳r算」
の表を参考に記載してくだ

さ彰、

区
分
Ⅱ

配
偶

者

挫

除

配偶者控卜字の額

1)と (2)の合計額)」 )

配偶者特別控除の額

(① )

判
門円

(② )

(⑤ )

(④ )

① ② ③

(1)

(2)

収 入 金 額 所 得 金 額

定 □ 58万円超95万円以下

所 得 の 種 類

給 与 所 得

□ 58万円以下かつ年齢70歳未満

区 分 I

中の合計所得金額の

□ 95万円超133万円以下

58万円以下かつ年歯缶70歳以上
国 (Π富3111以前生)
《老人控除対象配偶者に該当》

給与所得以外の

所 得 の合 計 額

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
《1)と (2)の合計額)

16万円 ■万円 6万 円8万 円 36万円 31万円 26万円 21万円A 48万円 38乃 円
18万 円 14万円 ■万 円 8カ ‖」 4万 円B 32万円 26万円 26万円 24カ I町 21万円

6万 円 4万円 2万 円 1万円13万円 13万円 12万円 H万円 9万 円 7万円

区
分
Ｉ 16万円

描 要 配偶者控 除 配 偶 者 特 別 控 除

う

名
ナ

氏

ガ

の

り

者
フ
偶

く

配

配 偶 者 の 人  番  F,・ 配   偶 争  の   J:  ′F  月  日

| I I | | | | |I I |

大

平

明

昭
年 月 用

フF   后   ■
で あ ア、正,1ll

者
生 含|を ― に す る 事 実

X「配偶者強除のi領」又は「配4il者身l別控除
の額」引協は「判定J及び「強lFttllの 計算」のま
を参考に甜11してください。

115万 円超120万 円以下 120万 円赳123万 円以下105万 円超■0万円以下 ]Ю万円超115万 円以下90万 円超95万 円以下 95万 円超100万 円以下 1011万 円超105万 円以下特定親族の本年中の合計所得金額の見積額 58万 円超85万 円以下 85万 円超90万 円以 下
8万円11万 円 651万 円 4万円 21万 円31控除額 63万 円 61万円

(フ リ ガ ナ )

特 定 親 族 の 氏 名
特 定 親 族 の 個 人 番 号

特 定親族 の生 年 月 日

(平 1512生 ～平19■ 1生 )
あなた と特 定 ナ」と族 の 仕 所 又 は居 所 が

異 なる場 合 の特 定奉〕族 の住ナプr又 は居 所

非居住者である特定親族 定

計

特

今 婢中
の
額
中
穀

年

見
特定親族特別控除の額

つ饒柄 生 計 を― に す る事 実

1 |||||||||||
平

成
年  月  日

円 円

2 |||||||||||
平
成
年  月  日

円 円

単 確 瞭Mの 言lⅢ lの来を参考に記■してください。

特別障害者に該当する事実
(右の★卜ηのみを記載)口 あなた自身が特別障害者

(工 2)

年 月 日
大

令
明
平同一生計配l島者又は扶養親族の氏名

(フ リ ガ ナ )

□ 同一生計配出者
lli 2,が特別障害者 (右の喪li協及び★相を記載)

1エ興 な(右の☆l切及び★欄を記4咤)□ 扶養親族
('2,ヵ幣子別障害者

□ 扶養控除等申告書のとおり円

★
特
別
障
害
者

☆
扶
養
親
族
等

要

　

件

□ 扶養親族が年齢23歳未満(平1512以後生)(右の☆l円のみを記載)

場合は、いずれか 1つ つ 彰 てゝ 、 ありません。l

2 るかは

エツク

4-

◆所得金額調整 :空除 申 告 書 ◆  あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万 円以下の場合は、記栽する必要はありません。

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

給与収入が2,695万円以下の
場合は記入が必要

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

今年より新設
年齢19歳以上23歳未満生計一の
扶養親族で給与が123万超188万
以下の場合に記入

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

下記の青字の金額は左記の条件に当てはまる親族の
所得金額を給与収入のみとした金額を表しています

Kondo021


Kondo021

123万～150万

Kondo021

150万～155万

Kondo021

155万～160万

Kondo021

160万～165万

Kondo021

165万～170万

Kondo021

170万～175万

Kondo021

175万～180万

Kondo021


Kondo021


Kondo021

180万～185万

Kondo021

185万～188万

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

該当する配偶者の所得区分をチェック及び記載

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

～123万

Kondo021


Kondo021

123万～
　160万

Kondo021

160万～
　165万

Kondo021

165万～
　170万

Kondo021

170万～
　175万

Kondo021

175万～
　180万

Kondo021

180万～
　185万

Kondo021

185万～
　190万

Kondo021

190万～
　197万

Kondo021

197万～
　201万

Kondo021


Kondo021

下記の青字の金額は配偶者の所得金額を給与
収入のみとした金額を表しています

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

～200万3999円

Kondo021

200万3999円～475万1999円

Kondo021

475万1999円～665万5556円

Kondo021

665万5556円～850万円

Kondo021

850万円～1,095万円

Kondo021

1,095万円～1,145万円

Kondo021

1,145万円～1,195万円

Kondo021

1,195万円～2,545万円

Kondo021

2,545万円～2,595万円

Kondo021

2,595万円～2,645万円

Kondo021

2,645万円～2,695万円

Kondo021

青字の金額は
給与収入のみ
とした場合の
給与の額

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

本人の給与収入が850万円を超えて下記の4つの要件のいずれか該当するものがあれば記載

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

所得金額の見積額の詳しい計算方法は当該申告の原本裏面を参考にお書きください。その他ご不明な点があれば弊所にお問い合わせください。

Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021


Kondo021

対象の控除額を記入


